
 

  

 

藤沢市 

価額 ① 2,238.８万円 ② 1,963 万円 

面積 ① 132.47 ㎡ ② 129.14 ㎡ 

 

 
 

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

宅地（保留地）分譲案内 

先着優先 

令和６年度 

お問い合せ先・受付場所 

都市整備部 北部区画整理事務所 
藤沢市円行２丁目３番地の１７ 藤沢市まちづくり協会ビル３階 

TEL：0466 – 44 – 3411  Email：fj-hokubu@city.fujisawa.lg.jp 

募集区画数  ２区画 
 

申込受付期間 

 ２０２５年（令和７年）８月２９日（金曜日）まで 

建 築 条 件 な し 仲介手数料 0 円 

済 

  １ 
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   藤沢都市計画事業北部第二（三地区）土地区画整理事業案内図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北部第二（三地区）土地区画整理事業の概要】 

土地区画整理事業の施行者：藤沢市 

土地区画整理事業の施行面積：２７５．２ha 

施行地区に含まれる地名：石川・菖蒲沢・葛原・下土棚・土棚・円行・遠藤 

事業施行期間：平成４年３月２５日から令和１８年３月３１日（４４年間） 

北部第二（三地区）土地区画整理事業地内の保留地を分譲します。 

分譲する保留地の詳細や申込み資格・方法は次頁以降に記載しています。 
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   分譲保留地一覧  

 

◎分譲保留地一覧表 

 街区

番号 
符号 

地 積 単 価（万円） 価 額 

（万円） 
地域地区等 

㎡ 坪 ㎡当たり 坪当たり 

① Ｂ3 11 132.47 40.07 16.90 55.87 2,238.8 
第一種低層住居専用地域 

建ぺい率 50%容積率 80% 

諏訪ノ棚地区地区計画 

② Ｃ3 16-3 129.14 39.06 15.20 50.25 1,963 
準工業地域 

建ぺい率 60%容積率 200% 

※ 建ぺい率：建築面積の敷地面積に対する割合です。 

※ 容積率：建物の床面積合計の敷地面積に対する割合です。 

 

◎現地への行き方 

①Ｂ３街区符号１１ 

☆長後駅西口から 

       神奈川中央交通バス ２番 長１６ 海老名駅東口 行 

       神奈川中央交通バス ２番 長３５ 綾瀬車庫 行 

  「 下土棚 」バス停下車徒歩･････････約 6分 

                   長後駅西口から徒歩･････････約 20分 

 

②Ｃ３街区符号１６－３ 

☆長後駅西口から 

       神奈川中央交通バス ２番 長１６ 海老名駅東口 行 

       神奈川中央交通バス ２番 長３５ 綾瀬車庫 行 

  「 下土棚 」バス停下車徒歩･････････約 5分 

                   長後駅西口から徒歩･････････約 20分 

 

 

 

         →案内図Ｐ．１参照、位置図Ｐ．３参照  

※①B3街区符号１１については、譲渡が決定しました。 
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   分譲保留地一覧の位置図  

 

◎分譲保留地の位置図 

譲渡決定済 
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   保留地図①  

【Ｂ３街区符号１１】 

価額：２，２３８．８万円 

面積：１３２．４７㎡ 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

建ぺい率：５０％ 

容積率：８０％  

地区計画：有（諏訪ノ棚地区地区計画） 

詳しくはＰ．１３～Ｐ．１６参照 

縮尺 １：５００ 

凡例 

㉛ 画地番号 

26.0 辺長（ｍ） 

 

※譲渡決定済 
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   保留地図②  

【Ｃ３街区符号１６－３】 

価額：１，９６３万円 

面積：１２９．１４㎡ 

用途地域：準工業地域 

建ぺい率：６０％ 

容積率：２００％ 

地区計画：無 
 

縮尺 １：５００ 

凡例 

㉛ 画地番号 

26.0 辺長（ｍ） 

 

  

凡例 

㉛ 画地番号 

26.0 辺長（ｍ） 
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   申込み編①  

 

◎申込みの方法 

この案内書に添付している保留地譲渡申請書に必要事項を記入のうえ、お申込みください。（代

理人による申込みはできません。） 

 

（１）共有での譲受を希望する場合は、共有となる方全員の記名が必要となります。 

なお、共有となる方の住所が異なる場合は、全員の住所を記入してください。 

（２）申込みをする前に必ず現地を確認してください。 

※周辺は工事中箇所が多いため、現地を確認する際はご注意ください。 

 

◎申込みの受付 

(１)受付期間       ２０２５年（令和７年）８月２９日（金）まで 

(２)受付時間       午前９時００分から午後５時００分まで（平日のみ受付） 

          ※申込み時点において、既に売却されていることがあります。 

(３)受付場所       北部区画整理事務所 

藤沢市円行２丁目３番地の１７（藤沢市まちづくり協会ビル３階） 

（４）注意事項   電話・郵便・電子メールでの受付はいたしません。 

(５)アクセス方法 

【藤沢市まちづくり協会ビル位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※湘南台駅から徒歩約１０分です。 
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   申込み編②・譲受人の決定編  

 

◎申込み資格について 

（１）住宅等の建設を予定していること。 

※住宅等とは、風営法（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」）の許可を必

要とする風俗営業及び風俗関連営業等を除く建築物を指します。 

（２）個人の場合日本国内に居住していること。 

法人等の場合本店または主たる事務所を日本国内に有すること。 

（３）次の①から③に該当しなければ、どなたでも申込みできます。 

①当該契約を締結する能力を有しない者 

②破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第 

１項各号に掲げる者 

 

  ★第三者への譲渡については事前にご相談ください。 

 

◎譲受人の決定 

(１)申込者が１名の場合はそのまま決定しますが、同時に複数の申込みがあった場合は、抽せ

んになる場合があります。抽せんの詳細は申込者に個別に連絡します。 

(２)申込日から５日以内に、個人で申込まれた方は、住民票（続柄、世帯主が明記してあるも

のでマイナンバーが記載されていないもの）、法人等の場合は、登記事項証明書を提出し

てください。 

（３）提出された書類を審査し、保留地譲渡決定通知書を交付します。 
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  売買契約編・その他  

 

◎保留地売買契約及び売買代金の納付 

(１)保留地譲渡決定通知書を受領した日から３０日以内に保留地売買契約を締結していただ

きます。また、契約前に『保留地分譲に係わる説明書』にて説明をいたします。その際に、

説明を受けた旨の署名が必要になります。 

※共有の場合は、持分割合を事前に決めておいてください。 

(２)契約締結時に契約保証金として売買代金の１００分の５を納めていただきます。 

（この契約保証金は、売買代金の納付の際、その一部として充当します。） 

なお、土地売買契約締結時に売買代金を一括納付することも可能です。希望される方は、

事前にお申し出ください。 

(３)保留地売買契約締結時には、次の書類等が必要となります。 

①実印と印鑑登録証明書、共有の場合は全員の実印と印鑑登録証明書 

（法人の場合：代表者印と印鑑証明書） 

②収入印紙（収入印紙の購入に係る代金は申込者の負担となります。） 

(４)売買代金は、保留地売買契約を締結した日から３０日以内に納付していただきます。 

 

◎土地所有権移転登記の時期 

所有権移転の登記については、換地処分後に藤沢市名義に所有権保存登記を行いその後、 譲

受人名義に所有権移転登記を行います。その際必要となる登録免許税は、譲受人の負担とな

ります。 

【換地処分は令和１７年度を予定しています。】 

 

◎その他保留地にかかる公租公課 

（１）不動産取得税 

（２）固定資産税・都市計画税（令和８年から） 

 

◎契約の解除 

(１)譲受人が契約条項に違反したとき、または、正当な理由がなく契約を履行しないときは保

留地売買契約を解除します。 

(２)（１）による契約解除が発生した場合、保留地売買契約の契約保証金に相当する額は市に

帰属するものとします。また、契約解除が引渡し後の場合、当該保留地の原状回復義務が

合わせて生じます。 

 

◎地勢の状況等について 

地盤支持力調査等の情報提供ができますので必要な場合はお問い合わせください。



 

- 9 - 

 

 

   保留地分譲手続きの流れ  

Ｐ．８参照 

Ｐ．８参照 

Ｐ．７参照 

Ｐ．７参照 

Ｐ．６～Ｐ．７参照 

Ｐ．８参照 

 

午前９時００分から午後５時００分まで 

（平日のみ受付） 

※ 申込時点において、既に売却されていることがあ

ります。 

 

保留地譲渡申請書提出から5日以内に提出してくださ

い。 

※ 売買代金の一括納付を希望される方は、住民票提

出時にお申し出ください。 

※ 取得から３か月以内のものをご用意ください。 

 

住民票受領後、1週間～2週間程度で送付いたします。 

 

 

 

保留地譲渡決定通知を受領した日から 

30日以内に締結。 

※ 契約締結前に「保留地分譲に係わる説明書」にて

説明があります。 

 

保留地売買契約書を締結した日から 30日以内。 

 

 

 

売買代金の納付とともに引渡しとなります。 

 

 

 

 

                      換地処分後、法務局にて所有権が登記されます。 

 

 

 

※ 保留地売買契約書を締結した日から 30日以内に売買代金が納付されない場合は、契約解除となり、

納付済みの契約保証金は、藤沢市に帰属されることになります。 

※ 融資が必要な方は、事前に金融機関等にご相談の上、お申し込みください。

 

 

保留地譲渡決定通知書 

保 留 地 売 買 契 約 

保 留 地 の 引 渡 し 

保留地譲渡申請書提出 

売 買 代 金 の 納 付 

住 民 票 提 出 

所有権移転登記 
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   注意事項  

 

◎保留地についての注意事項 

１. 保留地は、売買代金の納付とともに、現状有姿1での引渡しとなります。 

   保留地の土地利用や土地区画整理法第 76条許可申請の手続きが可能となるのは、保留地の

引渡し後となります。 

  

２. 保留地は換地処分後の登記まで不動産登記簿が作成されません。そのため、抵当権等の権

利設定登記ができません。 

※融資が必要な方は、事前に金融機関等にご相談の上、お申し込みください。 

   

３. 保留地敷地に法面がある場合の擁壁等の設計・施工に要する費用は自己負担となります。 

また、管理は譲受人が行うこととなります。 

 

４. 前面道路からの水道の引込みについては、藤沢水道営業所に手続きをしてください。 

なお、費用は自己負担となります。 

 

５. 電気の引込みについては、東京電力に手続きをしてください。（費用は東京電力の負担と

なります）この場合、新たに宅地内に電柱を建てなければならない場合があります。 

なお、設置されている電柱の撤去及び移設はできません。 

  

６. 保留地は現状有姿での引渡しとなっており、既に地中障害物の存在が判明していた場合、

市（施行者）が事前に撤去を行っておりますが、土地利用に際し、新たに地中障害物の存在

が判明した場合、撤去等の費用は自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 現 状
げんじょう

有
ゆう

姿
し

とは、不動産取引において、物件を引渡し時点の状況のまま引渡すという意味です。（不動産用語より） 
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   用語の説明  

◎用語の説明 

●保留地
ほ り ゅ う ち

とは？ 

 土地区画整理事業地内の土地所有者から、この事業に必要な費用に充てるため、少しずつ

提供していただいた土地を「保留地」といいます。この保留地の売払い代金は、地区内の工

事等の事業費に使用します。 

●土地
と ち

区画
く か く

整理
せ い り

事業
じぎょう

とは？ 

 公共施設が未整備の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供して

もらい、この土地をもとに宅地の整備と道路・公園等の公共施設の整備を一体的に生み出す

事業です。 

●換地
か ん ち

処分
しょぶん

とは？ 

従前の土地の代わりに他の土地を割り当てたり、金銭をもって清算したりする行政処分の

ことをいいます。土地区画整理事業の締めくくりとなる手続きです。 

●盛土
も り ど

・切土
き り ど

とは？ 

 敷地の造成のとき、所定の高さにするために土を盛ることを盛土、土地を平らにしたり、

道路を通すために高い部分の土を削り取ることを切土といいます。 

●土地
と ち

区画
く か く

整理法
せい りほ う

第７６条とは？ 

事業地内において、次に該当する行為を行う方は、土地区画整理事業の施行の障害となる

おそれがあるため、市長の許可を受けなければなりません。 

 ・土地の形質の変更 

 ・建築物その他の工作物の新築、改築、増築 

 ・政令で定める移動の容易でない物件の設置や堆積 

 

 


